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インボイス制度の実施中止を求める意見書 
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インボイス制度の実施中止を求める意見書 

 

長引くコロナ禍、物価・原材料の高騰などで中小企業・小規模事業者の営業が深刻

な影響を受けています。こうしたなか、来年１０月からのインボイス制度（適格請求

書）の実施に向けてインボイス発行事業者の登録申請が開始され、中小企業と個人事

業者の間に不安と戸惑いが広がっています。 

これまで年間売り上げが１，０００万円以下の事業者や個人事業主は消費税の免税

事業者とされ、インボイスを発行する必要はありませんでした。しかし、同制度が実

施されれば、課税事業者である発注業者はインボイスが無ければ仕入れ分を差し引く

ことができず消費税の負担が増えることになります。このためフリーランスや小規模

事業者など免税事業者は、インボイスを発行するために消費税課税業者となることを

余儀なくされ、消費税の負担が重くのしかかることになります。アニメ業界で働くフ

リーランスを対象にした意識調査（１０月２０日の中間集計）では、同業界で働くフ

リーランスの半数が年収３００万円未満で、４人に１人がインボイスの導入によって

「廃業する可能性がある」と回答しています。 

インボイスを発行する必要のある可能性のある業種は、小説家、脚本家、漫画家、

イラストレーター、フリーライターなどのフリーランスなどとともに、小売店、飲食

店、町工場、シルバー人材センターの会員など１，０００万人に及ぶ可能性がありま

す。 

２０２１年度の消費税の新規滞納発生額は５，１２１億円となり、コロナ禍前の２

０１９年度に比べて１，０００億円以上も増えています。インボイス制度が実施され

れば、消費税が払えなくて倒産・廃業する中小企業、個人事業所が続出することは避

けられず、地域経済の再生を阻害しかねないのが実態です。 

これまで、インボイス制度の中止や延期などの救済を求める意見書は全国で２８９

自治体（９月末現在）から５４３件提出されています。 

よって国におかれては、中小企業と個人事業者の営業と暮らし、地域経済の再生を

はかるため、来年１０月からのインボイス制度の実施を中止するよう強く要望します。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 
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